
 令和２年守山市議会12月定例月会議提出議案  

 

１ 付議件数 

専決案件    － 件       その他の案件    ９ 件 

認定案件    － 件       諮問案件      － 件 

予算案件    ８ 件       推薦案件      － 件 

条例案件    ７ 件       提出案件計     24 件 

人事案件    － 件       （報告案件）     ２ 件 

提出日 令和２年11月27日 

              

２ 議案概要 

【議第78号】 令和２年度守山市一般会計補正予算（第９号） 

歳入歳出補正額  ▲98,063千円 （補正後の額 44,654,430千円） 

 

【議第79号】 令和２年度守山市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

       歳入歳出補正額        841千円 （補正後の額   6,946,014千円） 

 

【議第80号】 令和２年度守山市水道事業会計補正予算（第２号） 

収益的支出額     17,861千円 （補正後の額  1,648,658千円） 

 

【議第81号】 令和２年度守山市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

          ＜保険事業勘定＞ 

歳入歳出補正額      6,579千円 （補正後の額  5,399,425千円） 

＜サービス事業勘定＞ 

歳入歳出補正額         906千円 （補正後の額     31,906千円） 

 

【議第82号】 令和２年度守山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

       歳入歳出補正額      ▲905千円 （補正後の額    914,095千円） 

 

【議第83号】 令和２年度守山市一般会計補正予算（第10号） 

歳入歳出補正額   527,893千円 （補正後の額 45,182,323千円） 

 

【議第84号】 令和２年度守山市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

          ＜保険事業勘定＞ 

歳入歳出補正額      3,606千円 （補正後の額  5,403,031千円） 

 

 



【議第85号】 令和２年度守山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

       歳入歳出補正額       880千円 （補正後の額    914,975千円） 

 

【議第86号】 守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の一部を改正する条

例案 

（改正概要） 人事院勧告を受け、国家公務員の給与制度が見直されることに伴い、本市一般職の

職員の給与に関する条例を一部改正することに準じて、本市特別職の給与についても、

必要な改正を行おうとするもの 

       期末手当の支給割合の引き下げおよび平均化 

区分 改正前 改正後 

令和２年12月期 1.700月分 1.650月分（△0.05 月分） 

令和３年以降の６月期 1.700月分 1.675月分（△0.025月分） 

令和３年以降の12月期 1.650月分 1.675月分（＋0.025月分） 

（施行期日） 公布の日（ただし、令和３年以降の期末手当の改正については、令和３年４月１日） 

 

【議第87号】 守山市職員の給与に関する条例および守山市教育公務員の給与に関する条例の一部を

改正する条例案 

（改正概要） 人事院勧告を受け、国家公務員の給与制度が見直されることに伴い、これに準じて

本市一般職の職員の給与および本市教育公務員の給与について必要な改正を行おうと

するもの 

       期末手当の支給割合の引き下げおよび平均化 

区分 改正前 改正後 

令和２年12月期 1.300月分 1.250月分（△0.05 月分） 

令和３年以降の６月期 1.300月分 1.275月分（△0.025月分） 

令和３年以降の12月期 1.250月分 1.275月分（＋0.025月分） 

（施行期日） 公布の日（ただし、令和３年以降の期末手当の改正については、令和３年４月１日） 

 

【議第88号】 地方公務員法第22条の２第１項第１号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関

する条例および地方公務員法第22条の２第１項第２号により採用する会計年度任用

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

（改正概要） 人事院勧告を受け、国家公務員の給与制度が見直されることに伴い、本市一般職の

職員の給与に関する条例の一部を改正することに準じて、本市の地方公務員法第22条

の２第１項第１号および第２号により採用する会計年度任用職員の報酬等について必

要な改正を行おうとするもの 

        

 

 



期末手当の支給割合の引き下げ 

区分 改正前 改正後 

令和３年以降の６月期 1.300月分 1.275月分（△0.025月分） 

令和３年以降の12月期 1.300月分 1.275月分（△0.025月分） 

（施行期日） 令和３年４月１日 

 

【議第89号】 守山市学校給食条例案 

（制定概要） 令和３年４月から、学校給食の管理および運営を守山市学校給食協会から市に移行

し、市が学校給食事業を実施するため、必要な条例を定めようとするもの 

(1) 趣旨 

       学校給食法第４条の規定に基づき実施する学校給食に関し必要な事項を定める。 

 (2) 定義 

       必要な用語を定義する。 

 (3) 学校給食の実施 

      ア 市立の小学校および中学校において、学校給食を実施する。 

      イ 市長と教育委員会の連携により、地元産食材の活用および食育を推進する。 

        ウ イの内容について、検証の上必要な改善を行い、児童生徒が食に関する正しい

知識を身につけ、望ましい食習慣の形成に寄与するよう努めるものとする。 

     (4) 学校給食費の徴収 

       保護者等から学校給食費を、教職員等から学校給食費相当額を徴収するものとし、

学校給食費の額は規則で定める。 

 (5) 学校給食費の納付 

       学校給食費の納期限および納付方法は、規則で定める。 

     (6) 学校給食費の減免 

       特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減免できるものとする。 

 (7) 学校給食運営協議会 

学校給食の運営について必要な事項を協議するため、「守山市学校給食運営協議

会」を設置する。 

       (8) 運営状況の公表 

         毎年１回、学校給食の運営状況を公表しなければならないものとする。 

     (9) 委任 

       この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（施行期日） 令和３年４月１日 

 

 

 

 



【議第90号】 守山市児童クラブ室の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案 

（改正概要） 児童の受入枠を拡大するため、守山小学校内に新たに放課後児童クラブを設置する

ことに伴い、必要な改正を行おうとするもの 

      別表に「守山児童クラブ室」を追加する。 

（施行期日） 令和３年４月１日 

 

【議第91号】 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案 

（改正概要） 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、延滞金の特例に関する規定の文言

が見直されるため、関係条例の必要な改正を行おうとするもの 

       「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改める。 

     (1) 守山市介護保険条例 

          (2) 守山市後期高齢者医療に関する条例 

     (3) 守山市営住宅の設置および管理に関する条例 

     (4) 守山市公共下水道事業受益者負担に関する条例 

※「特例基準割合」とは、本来の延滞金の割合が、市中金利を上回った場合に特例と

して使用される延滞金の割合 

（施行期日） 令和３年１月１日 

 

【議第92号】 守山市道路占用料条例の一部を改正する条例案 

（改正概要） 令和２年度に国の道路占用料が改定されたことに伴い、それに準じて本市における

道路占用料を改定するため、必要な改正を行おうとするもの 

（以下、主要な改定単価を一部抜粋） 

 第２種電柱 
共架電線その他上空に

設ける線類 

水管・下水道管・ガス

管・電気管・電気通信

管その他これらに類す

る物件（外径0.2ｍ以上

0.3ｍ未満） 

現行単価 1,000円（本／年） ６円（ｍ／年） 110円 （ｍ／年） 

改定単価 1,100円（本／年） ７円（ｍ／年） 120円 （ｍ／年） 

差額（増額） 100円（本／年） １円（ｍ／年）  10円 （ｍ／年） 

（施行期日等） 

(1) 施行期日 

令和３年４月１日 

      (2) 経過措置 

        改正後の守山市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用許可期

間に係る占用料については、なお従前の例による。 

 



【議第93号】 町の区域および名称の変更につき議決を求めることについて 

本市の区域内にある町および字の区域および名称を変更することについて、地方自治

法第260条第１項の規定に基づき議決を求めるもの 

変更前 変更後 

町 字 地番 町 字 地番 

幸津川町 繁昌 

2845番 

環境学習

都市宣言

記念公園 

― 

１番 

2845番２ ２番 

2845番３ ３番 

立田町 

 

 

竹ヶ花 952番 ４番 

西出口 
2043番 3 ５番 

2054番 1 ６番 

宮田 

 

3199番 1 ７番 

3199番 2 ８番 

北参丁目 
3933番 1 ９番 

3934番 10番 

今浜町 
沼田 

302番1 11番 

302番16 12番 

303番7 13番 

元沼田 3049番 14番 

 

【議第94号】 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

       野洲川歴史公園サッカー場の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244

条の２第６項の規定に基づき議決を求めるもの 

       指定管理者候補者 公益財団法人守山市文化体育振興事業団 

       指定期間：令和３年４月１日から令和８年３月31日まで 

 

【議第95号】 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

美崎公園の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の２第６項の規定

に基づき議決を求めるもの 

 指定管理者候補者 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

       指定期間：令和３年４月１日から令和４年３月31日まで 

 

【議第96号】 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

       守山駅前東口自転車駐車場の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244

条の２第６項の規定に基づき議決を求めるもの 

       指定管理者候補者 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

       指定期間：令和３年４月１日から令和８年３月31日まで 



【議第97号】 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

守山市大型児童センターの指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の

２第６項の規定に基づき議決を求めるもの 

       指定管理者候補者 社会福祉法人友愛 

指定期間：令和３年４月１日から令和６年３月31日まで 

 

【議第98号】 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

大庄屋諏訪家屋敷の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の２第６

項の規定に基づき議決を求めるもの 

 指定管理者候補者 公益財団法人守山市文化体育振興事業団 

       指定期間：令和３年４月１日から令和６年３月31日まで 

 

【議第99号】  指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

環境学習都市宣言記念公園交流拠点施設の指定管理者を指定することについて、地方

自治法第244条の２第６項の規定に基づき議決を求めるもの 

       指定管理者候補者 ＴＡＣ・ナショナルメンテナンス共同事業体 

       指定期間：令和３年４月１日から令和８年３月31日まで 

 

【議第100号】 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

守山児童クラブ室の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の２第

６項の規定に基づき議決を求めるもの 

       指定管理者候補者 社会福祉法人友愛 

       指定期間：令和３年４月１日から令和８年３月31日まで 

 

【議第101号】 市道の路線の認定につき議決を求めることについて 

道路法第８条第２項の規定に基づき、議決を求めるもの 

市道の路線の認定 30路線 

 

【報告第17号】  損害賠償請求調停事件に係る調停の成立について 

        守山市市民文化会館で起きた損害賠償請求調停事件に係る調停を成立させることに

つき、委任専決処分により決定したことについて、地方自治法第180条第２項の規定に

より報告するもの 

 

 

 

 

 



【報告第18号】  和解および損害賠償額の決定について 

令和２年９月に守山保育園で誤って賞味期限切れの牛乳を園児に提供した事故に

関する和解と本市が支払うべき損害賠償金の額を委任専決処分により決定したこと

について、地方自治法第180条第２項の規定により報告するもの 

損害賠償の額 金19,260円 

 

 

 


